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■研究調査レビュー

島喚（離島）の放置自動車問題

土居正典（鹿児島大学法科大学院）

茶会等のイベントの参加，そして，廃棄物撤

去完了後には，投棄現場に資料館を造り，住

民会議の運動を伝える環境教育施設を造るこ

とを考えている。また，豊島支援団体の２つ

のとりくみとして，「豊島未来の森トラスト」

と「瀬戸内オリーブ基金」がある。前者は荒

廃した豊島の地に植林・育林を行うもので，

後者は建築家の安藤忠雄氏や弁護団長であっ

た中坊公平氏を中心として，100万本のオ

リーブの植樹を目指し基金を募るもので，す

でに産廃不法投棄現場近くで豊島の小中校生

徒たちと植樹を行っている（南曰本新聞平成

13年３月１３曰付夕刊記事より)。再生化し始

めた豊島は，現在,産廃不法投棄の島から｢環

境・学びの島」へと変わりつつある。

さて，島蝋部の多い鹿児島県も，香川県豊

島と同じ悩みがある。離島のごみ問題である。

循環型社会形成のこの時代において，ごみの

リサイクル問題は鹿児島県の離島の各地で懸

案事項である。家電製品のリサイクル問題，

自動車の不法投棄問題，産廃の不法投棄・保

管・野焼き問題等である。これらの諸問題の

中で，本稿では，島蠣（離島）の放置自動車

問題について検討を加えていく。その理由と

して，以下の点が挙げられる。つまり，鹿児

島県の各自治体はこれまで放置自動車対策を

いろいろと講じてきたが，なかなか抜本的解

決には至らなかった。不法に放置・投棄する

者に対して，従来はモラルに頼っていたが，

結局，問題解決にはならず，最終的には法的

対応を迫られた。その一例が放置自動車防止

条例の制定である。2002年（平成14年）１月

現在，鹿児島県での放置自動車防止条例の制

定件数は18市町村であり，１５市町村が離島
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本稿は島蝋（離島）における放置自動車問

題について論じるものであるが，そのきっか

けは「豊島問題」である。瀬戸内海の小豆島

の西隣，香川県土庄町･豊島（てしま)，人口

1,400人の過疎化に悩む離島が約50万トンの

廃自動車等の産業廃棄物不法投棄事件に巻き

込まれた。この事件は，廃棄物問題で初めて

国の公害等調整委員会による公害調停が締結

され，香川県の謝罪と責任を認める豊島産廃

調停の最終合意が行われた。事件発生以来，

25年ぶりに本件は解決した。平成12年５月

２６曰の公害調停の合意案は，①県が行政責任

を認め，住民に謝罪すること，②産廃を豊島

の西約５キロの直島（香川県直島町）に運搬

し処分することである。この処理事業費等は

約300億円にのぼるが，産廃排出業者の解決

金中，住民側に１億5500万円，県に’億

7000万円が配分され，県は廃棄物処理費用

にこれを充てる予定である。処理計画として

は，県は豊島の産廃等を2016年度末までに

搬出し，三菱マテリアル（東京）直島精錬所

敷地内に建設するプラントで処理される（南

日本新聞平成12年５月２７曰付朝刊記事より)。

今，都会のごみの捨て場所であった過疎の

離島・豊島は，地域再生の取り組みを積極的

に行っている。その具体例としては，「アー

スディかがわin豊島」のイベントでは，産廃

の投棄現場への島外者の視察と田植え体験，
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くると，次のような内容になっている。

まず，自動車製造業者等は再資源化義務が

あり，その引取対象物の３品目とは，シュ

レッダーダスト，フロンガス，エアバックで

ある。引取業者は都道府県知事の登録を受け

（42条)，自動車所有者から使用済自動車を

引き取り，フロン類回収業者又は解体業者に

引き渡す義務を負っている（９条･'０条)。フ

ロン類回収業者は都道府県知事の登録をし

（53条)，解体業者･破砕業者は都道府県知事

の許可を受けて（60条.６７条)，処理ができ

ることになっている。

つぎに自動車所有者は，使用済になった

自動車を引取業者に引き渡す義務があり（８

条)，リサイクルを適正に行わない関連業者

に対しては，是正措置が行われ（19条．２０条，

37条．３８条)，悪質な業者に対しては，登録・

許可の取消，罰則をもって対処する。

最後に，リサイクルに必要な費用について

は，使用済自動車のリサイクルに要する費用

は，自動車の所有者にリサイクル料金を負担

させ，その負担時期は，本制度施行後に販売

される自動車については新車販売時（73条１

項)，制度施行時の既販車については最初の

車検時（附則８条）までとなっている。徴収

された資金については，第三者機関としての

資金管理法人が指定され，そこが管理する

（93条)。リサイクル料金の余剰金の使途に

ついては，不法投棄・野積み対応（代執行費

用)，離島対応，リサイクル料金の安全確実な

管理等に必要なコスト等に使用される。さら

にリサイクル費用の徴収は自動車登録制度

により担保されている。

２．放置自動車防止対策と条例

（１）放置自動車対策と他県の実例

１）葉上太郎氏によれば，つぎのような放

置自動車の現状分析がある。廃自動車の放置

や野積みが深刻なのは離島である。沖縄県，

鹿児島県といった多くの島を抱える県の危機

感は強い。那覇から南に305kｍ離れた宮古島

である。このことからも，島椣での放置自動

車問題は，行政・住民ともに重大な問題の一

つである。

以下，放置自動車問題の対策を国・地方の

現状を簡単に言及したのち，鹿児島県，特に

島蝋部の放置自動車問題の対策について検討

していく。

Ｈ島喚の放置自動車問題

１．いわゆる自動車リサイクル法（使用済

自動車の再資源化等に関する法律）から

のアプローチ

国はいわゆる自動車リサイクル法を平成

14年７月１２日に公布し，平成15年１月より

施行しているが，本格施行は公布の曰から起

算して２年６月を超えない範囲において政令

で定める曰である（2004年末が目途とされて

いる)。目的規定である同法１条は，「この法

律は，自動車製造業者等及び関連事業者によ

る使用済自動車の引取り及び引渡し並びに再

資源化等を適正かつ円滑に実施するための措

置を講ずることにより，使用済自動車に係る

廃棄物の減量並びに再生資源及び再生部品の

十分な利用等を通じて，使用済自動車に係る

廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の

確保等を図Ｄ，もって生活環境の保全及び国

民経済の健全な発展に寄与することを目的と

する」旨規定している。平易に説明すれば，

廃掃法の改正により，自動車のシュレッダー

ダストを安定型処分場に捨てられなくなった

ことにより，処分費用の高騰とそれに反した

鉄屑市場価格の下落により，有償でなければ

処分できなくなった。このことにより，廃車

の不法投棄の可能性が高まり，自動車製造業

者等の関係者に適切な役割分担を義務づけ，

そのことによって，使用済自動車のリサイク

ルや適正処理を促進するため，本法に規定す

る新しいリサイクルシステムを導入した訳で

ある。

さて，自動車リサイクル法のあらましを述

２
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にはｌ市２町ｌ村（宮古郡の２島を含めると

１市３町２村）がある。そのなかでもっとも

大きい平良市の担当者は2001年６月，中央

環境審議会専門委員会のヒアリングで離島の

放置自動車につき切々と訴えている。「離島

の場合，廃棄物を処理する施設や業者がなく，

本土や本島に船で輸送しなければならない例

が多い。その分，逆有償に加えて費用がかさ

む。しかし，交通手段は自動車に頼りきって

いるのが現状で，車は入ってきても，出てい

かない。このため，自動車リサイクル法制定

に向けて，自動車の引取料金が離島のみ高く

なるような制度とならないよう，離島を抱え

る県で共同して国に要望している」と。

さらに「放置された廃自動車は，一般廃棄

物とされているため，現状では所有者の確認

や，保管，処理は市町村がやらざるを得ない。

しかし，職員の事務費や処理経費の財政負担

は少なくなく，一般会計から持ち出しの税処

理には批判が強い。自動車工業会などの自動

車関連団体は，９１年に国の要請を受け，『路

上放棄車処理協力会」を設立。自治体が処理

した際の費用支援を行っているが，申請しな

ければもらえず，「自治体によって出る額が

違い，うちは八割程度』（首都圏の市）という。

財源がネックになっている市町村の放置自動

車撤去を進めるため，高知県は2001年２月

の定例議会で，放置自動車の防止及び処理の

推進に関する条例（平成13年高知県条例第五

号）を議員提案し，全会一致で可決制定した。

市町村が発生防止や処理計画を策定し，計画

に沿った処理を行う場合，経費のうち『知事

が認める額の２分の１以内の額の補助金を県

の予算の範囲内で交付するものとする』（８

条）内容だ。提案理由説明では，協力会の負

担金の不十分さ，住民が処理を要望してもた

らい回しにされている現状が報告され，これ

を解決するための市町村条例制定を望むこと

を表明した」というような同氏の高知県の実

例の報告が，正に，各自治体の抱える放置白

動車問題の現状である。

２）放置自動車対策に関する各自治体の条

例に共通する特徴的な規定例を挙げればつぎ

のような点である。

放置自動車の処分について，その手続，放

置の期間，廃物の認定，判定委員会，処分，罰

則等に関する諸規定である。これらの点を鳥

取県と長野県松本市の放置自動車防止条例か

ら一瞥してみる。

①鳥取県廃自動車等の適正な保管の確保に

関する条例（平成13年鳥取県条例第39号）

同条例所定の「廃自動車等」とは，用途を

廃止した自動車と使用済みの自動車用タイヤ

（２条１号）であり，有価物とは，自ら利用

し又は他人に有償で売却することができるも

の（２条５号）で，これは有価物として届出

をしなければならない。保管者は特定保管者

のみならず，およそ屋外集積保管を行う者す

べてである（３条～７条)。特定保管者とは，

自動車20台以上，タイヤ100本以上を多量に

集積保管する者である。特定保管をしようと

する者は，あらかじめ，廃自動車等の保管数

量・方法，廃棄物と有価物の別，利用目的等

を知事に届け出なければならないこととして

いる（８条)。同条例９条では，廃自動車等の

保管方法等に関する保管基準を定め，数量・

期間を除き，概ね廃棄物処理法の保管基準に

沿っている。知事は，保管基準に適合しない

特定保管者に対し必要な措置を講ずるよう指

導・勧告・命令ができる（10条.１１条)。罰

則としては，届出義務違反は５万円以下，命

令違反が20万円以下の罰金が科せられる（１４

条．１５条)。

②松本市放置自動車等の発生の防止及び適

正な処理に関する条例（平成13年松本市条例

第６号）

同条例が規定する２条（定義）によれば，

「公共の場所」とは，市が管理する公共の場

所で，「放置自動車等」については，「長期間

にわたり」とは，明確に何曰以上と定義する

３
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のではなく概念的なものであるが，放置の状

況により，当該車両の外観上放置されている

ものと推認できる状況，例えば，ナンバープ

レートがはずされている，夕イヤーが二本以

上はずされている，車内にごみが投入されて

いる等の状況があれば，放置されてからたと

え数曰間しか経たないものであっても放置自

動車等と認定し，調査を開始することとして

いる。「自動車所有者等」とは，当該自動車に

関与したすべての者が共同責任を負うが，調

査結果により，最終責任を負う者を特定し，

この者に勧告，命令等の処分を行う。６条は

自動車等の放置の禁止を規定し，７条は放置

自動車等を発見した者に通報する努力義務を

課している。８条は調査，１０条は調査を行っ

た放置自動車等に警告書の貼付し，所有者等

の適正な処理を促している。また，所有者等

が判明した場合の措置（11条，14条，１８条，

21条）と判明しなかった場合の措置（15条．

16条）について規定している。所有者等が撤

去命令に従わずに，市が移動・保管を行った

とき又は所有者等不明で市が撤去・処分を

行った後に所有者等が判明したときには，こ

れらに要した費用を所有者等に請求できる

（18条)。最後に，撤去命令に違反したもの

は，２０万円以下の罰金に処し（21条)，業務

に関して違反行為をしたときは，行為者のほ

かその法人等も同条の罰金を科している（２２

条・両罰規定)。

（２）鹿児島県の島蝋における放置自動車問

題

１）島喚における放置自動車問題の現状

鹿児島県において，2002年（平成１４年）１

月現在，放置自動車防止条例の制定例は18市

町村で，そのうち，１５市町村が島喚（離島）

である。調査・集計できた離島の条例は下記

の一覧表に13条例がリスト・アップされてい

る。

【鹿児島県の主要放置自動車防止条例一覧】

４

１ 薩摩郡下甑村自動車放置防止条例（平成８年下甑村条例第10号）

２ 薩摩郡上甑村自動車放置防止条例（平成１０年上甑村夛ﾐ例第１号）

３ 薩摩郡里村自動車放置防止条例（平成１０年里村条例第１１号）

４
川内市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例（平成10年川内市条例第
15号）

５ 大島郡龍郷町自動車等放置防止条例（平成12年龍郷町今皀例第30号）

６ 大島郡伊仙町自動車等放置防止条例（平成12年伊仙町条例第13号）

７
名瀬市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例（平成12年名瀬市条例第
41号）

８
熊毛郡屋久町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例（平成12年屋久町
条例第58号）

９ 大島郡住用村自動車放置防止条例（平成12年住用村条例第３号）

1０ 大島郡和泊町自動車放置防止条例（平成12年和泊町条例第53号）

1１
鹿屋市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例（平成13年鹿屋市条例第
3号）

1２ 大島郡知名町自動車放置防止条例（平成13年知名町条例第５号）

１３ 大島郡笠利町自動車放置防止条例（平成13年笠利町条例第25号）

1４ 大島郡瀬戸内町自動車放置防止条例（平成13年瀬戸内町条例第３号）

1５
鹿児島郡桜島町の放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例（平成13年桜
島町条例第29号）

備考 その他（３つの条例）
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して，約170万円を計上しているとのこと。

廃車の搬出コストを抑えるには数をまとめる

必要があるが，離島ゆえに広域的に協力し

にくく，スケールメリット（規模の利益）が

生かせないとのことである（上記南曰本新聞

同日記事より)。

最後に，鹿児島県の島蝋の放置自動車問題

について，名瀬市と屋久町の取り組みについ

て報告する。

２）名瀬市と屋久町の放置自動車問題の対

応

①名瀬市の対応

2004年１月３０日名瀬市環境対策謀にて，

１時間余りのヒャリングを行い，その結果お

よび入手した資料に基づき，名瀬市の放置自

動車問題の対応について報告を行う。名瀬市

では，中古車が多く，奄美運輸の船をチャー

タして，鹿児島市谷山港へ搬出する。月に一

回のペース，－回に160台を運ぶとのこと。

この際，排出者は１００００円～15000円の手数

料とフロンガスの抜き取り料を含めて，－人

当たり合計，18000円を支払うとのこと。放

置場所について，以前は公共用地が多かった

が，最近では，駐車場が多くなっている。処

分費用の援助は，路放協等から４０台～50台

分について，－台当たり１００００円の援助があ

る。自動車リサイクル法が本格施行されると，

運賃が名瀬市に援助されるとのこと。

次に，名瀬市放置自動車防止条例（名瀬市

放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関

する条例:平成12年６月３０曰名瀬市条例第４１

号）について，そのあらましを述べる。本条

例は全４章と附則より構成され（第１章・総

則，第２章。公共の場所における措置，第３

章・放置自動車の処分等，第４章・罰則)，全

条21カ条である。

放置とは，自動車が正当な権限に基づくこ

となく，公共の場所に相当の期間（規則２条

＝１４曰間）にわたり置かれていることをいい

（条例２条)，放置自動車とは，自動車で，そ

離島である，世帯数104,人口178人の鹿児

島郡十島村中之島のごみ問題について，役場

支所長田中博孝さん（46）は次のように述べ

ている。「離島の廃車を適正に処分するには，

船で島外に運び出さなくてはならない。十島

村は1997年末村内六つの島から集めた廃車

180台を，鹿児島市の金属加工会社に送り出

した。搬出には島で工事を行っている運送会

社が無償で協力，鹿児島市に回航する同社の

作業船を利用した」と。また，同村住民課長

の沖中猛則（48）は，「廃車の搬出は長年の

懸案だったが，大きな支出を伴うため先送り

になっていた。業者の協力がなければ，こん

なに早く実現しなかったでしょう。・・・廃車

の搬出後，同村は各島で開かれる村政座談会

を通じて，島民に廃車は自分の責任で島外に

運び出すように訴えた。民間業者の好意に

毎回甘えるわけにはいかないというわけだ。

しかし，新たに出た廃車，個人で運び出す

ケースはないようだ。個人だと定期船を使う

しかなく，費用が６万円もかかるためだ。昨

年，種子島一大島間で砂利運搬船を運航して

いる業者が，村に－台当たり15000円で廃車

運搬を引き受けたいと持ちかけた。それでも，

高齢化が進み，収入も少ない村民が，いった

いどの程度まで経費を負担できるものか」と，

その悩みを打ち明けた（南曰本新聞1999年７

月２６日付朝刊特集記事より)。

このように島喚（離島）の放置廃車の問

題は，離島ゆえの悩みである。例えば，甑島

列島の薩摩郡下甑村は97年１月，県内のトッ

プをきって，自動車放置防止条例を施行して

いる（上甑村，里村の同条例も同じ規定内容

である)。これは，放置車両を無くすにはモ

ラルに訴えるだけでは無理，法規制が必要と

いうことである。同村環境整備課長の浜道功

さん（58）は，条例施行後，放置車両がなり，

条例による大きな抑制効果を認めている。同

村の負担経費は，年間約80台の廃車発生を予

測し，平成11年度の一般会計の運搬処理費と
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例：平成12年１２月２７日屋久町条例第58号）

も，ほとんど名瀬市の条例と同じ規定内容に

なっている。目的規定の条例１条が若干異

なっている。つまり，「この条例は，屋久町環

境基本条例（平成７年屋久町条例第13号）及

び屋久町水と緑のふるさと環境条例（平成７

年屋久町条例第14号）の基本理念に基づき，

屋久町の環境美化の促進及び保持を図るため，

町，町民等，事業者及び所有者等が一体と

なって，放置自動車の発生を防止し，その適

正な処理を推進することを目的とする」と規

定している。同条例６条（調査・警告書の貼

付)，同７条（撤去勧告）・８条（撤去命令)，

９条(放置自動車の移動等)，１０条(廃物認定）

等は，名瀬市の規定内容とほとんど同じであ

る。その一例として，条例９条（放置自動車

の移動等）１項が，「町長は，放置自動車が，

第６条２項の規定により警告書を貼り付けた

曰から起算して規則で定める期間を経過した

後において，同条1項の規定による調査の結

果，当該放置自動車の所有者等が判明しな

かった場合（以下「所有者等不明の場合」と

いう｡）又は所有者等は判明したが住所，居所

その他の連絡先が不明で連絡が取れない場合

（以下「連絡先不明の場合」という｡）であっ

て，公共の場所の機能又は町民の快適な生活

環境並びに自然景観に著しく障害を与えてい

ると認められるときは，当該放置自動車を別

に定める保管場所に移動し，保管することが

できる」としている点である。同条所定の保

管場所とは，屋久町安房の営林署の敷地内に

ある。

以上,２つの放置自動車防止条例のあらま

しを述べたが，最後に，撤去保管した放置自

動車の処分手数料について，甑島の里村放置

自動車条例からみてみる。同条例８条（自動

車の処分手数料）は，「村長は，保管場に搬入

された自動車の処分費用の一部として，当該

自動車の所有者等から別表に掲げる自動車処

分手数料を徴収する。ただし，村長が特別の

の機能の一部又は全部を失った状態で放置さ

れているものをいう（条例２条３号)。公共の

場所とは，道交法所定の道路，公園，河川敷

その他の公共の用に供する場所をいい（条例

２条４号)，条例６条は自動車の放置を禁止

している(条例６条)。放置自動車を発見した

場合，通報すること（条例７条)，通報にもと

づき市長が職員に調査をさせ，放置自動車

に警告書の貼付を行わせ（条例８条)，自動車

所有者に撤去勧告，撤去命令を行うことがで

きる（条例９条.１０条)。市長は，８条２項の

警告書貼付後，１４曰間経過後は放置自動車の

移動等ができる（条例11条)。廃棄物認定は，

名瀬市放置自動車廃物判定委員会が行い（条

例12条)，その認定後，市長は放置自動車を

処分することができる（条例13条）等である。

②屋久町の対応

2004年３月１５日屋久町役場のヒヤリン

グから知り得た同町の放置自動車問題の対応

について述べていく。

世界遺産の指定で全国・全世界から注目さ

れるようになった屋久島，そして，屋久町で

ある。旅行家で有名な兼高かおるさんが道路

沿いの廃車が多いのにびっくりしたことから，

屋久町も放置自動車問題に本格的に対応する

ようになった。その－つとして，廃車の島外

搬出である。屋久町では廃車の不法投棄は少

ないが，中古車が多いため，塩害による廃車

が本土より早いという状況がある。屋久町出

身のチップエ場の社長の200トン～300トン

の船（大東海運）で県本土に運ぶ。運搬料は

以前は6000円であったが，現在は8000円で，

町と自動車所有者で折半し，300台になった

ら運んでもらい，年間２回・３回のペースで

運んでいる。その間は，安房の営林署の敷地

に廃車を保管している。

もう一つの対応が放置自動車防止条例の公

布・施行である。

屋久町放置自動車防止条例（屋久町放置自

動車の発生の防止及び適正な処理に関する条
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事由があると認めるときは，これを減免する

ことができる」とある。別表によれば，普通

自動車中，一般の乗用車・バンは15000円で，

２トントラックは24000円である。販売・修

理業者の手数料は10000円位の割高となって

いる。自動二輪車の一般で3000円である。

上甑，下甑村の場合も同じ手数料になってい

る。下甑村放置自動車防止条例が上甑村・里

村の条例の雛型になっていると思われる。以

上で，島螺（離島）の放置自動車防止条例の

検討を終える。

よる本事件の対応がなされた。本事件が豊島

事件と異なるのは，岩手県は原因者責任を徹

底する対応をとったことである。つまり，他

の自治体は代執行等による住民の税金で対応

しているのに対し，本件は産廃業者に調査・

撤去処理等を行わせたことである。県は事業

者に対する民事保全法による財産保全措置

（２億6000万円の仮差押え）を行い，それを

原状回復費用等に充てた。そのための手段と

して，盛岡地裁に将来的な事務管理費用償還

請求権を根拠とした事業者の財産仮差押えの

申立てを行い，認容決定されたのである。さ

らに，2002年９月からは，県は原因者への責

任追及のみならず，全国1万社以上の排出事

業者の責任追及も行った。これを行うため，

現場からマニフェストを探し，整理・検討し，

排出事業者を特定し，責任の有無をみていく

という地道な作業である。このような岩手県

等の行政側の対応は評価に値する真蟄なもの

である。つまり，香川県の豊島の不法投棄量

が45万立方メートルといわれているのに対

して，その２倍近くの産廃がこの北東北の山

奥に大量不法投棄され，事件発覚後，数年で

事件の全容解明がなされたことは（豊島は１０

年以上かかっている)，その後の産廃の撤去

作業にも大きな影響を与えている。

北東北での産廃不法投棄事件の事例を参考

としながら，以上で，島襖の放置自動車問題

の検討の締めくくりとしたい。

Ⅲおわりに

本稿では，島蝿（離島）の放置自動車問題

について述べてきたが，離島のごみ問題は過

疎の問題でもある。「はじめに｣のところでも

言及した豊島問題は，過疎地である離島・豊

島で発生した大量の産業廃棄物の撤去問題で

あった。問題解決に25年間もかかったので

ある。

さて，島蝋の放置自動車問題ではないが，

最近，豊島問題以上の全国最大級の産廃不法

投棄問題が過疎地で起こった。それは，青

森・岩手県境産業廃棄物不法投棄事件である。

その事件は，首都圏から遠く500kｍ以上離れ

た岩手・青森の両県にまたがるのどかな丘陵

地で，北東北の片田舎の一角27ヘクタールの

地に82万立法メートルの大量の産廃が不法

投棄されたのである(豊島の産廃の２倍の量)。

本件現場は十和田八幡平国立公園の十和田湖

に近い，岩手県二戸市と青森県三戸郡田子町

にまたがる原野２７ヘクタールである。

1998年に，岩手県農政部の三栄興業の立入

調査より産廃の大量不法投棄が発覚し，警察

の強制捜査が行われ，固形化産業廃棄物不法

投棄事件として２法人の代表が起訴され，不

法投棄の罰金刑としては過去最高額の2000

万円に処せられた。その後の調査により，大

量の多様な化学物質のドラム缶の不法投棄も

発見され，岩手県，青森県，県警との連携に
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